
第 80 回(第 81 回冬季)国民スポーツ大会近畿ブロック大会 

開催補助金交付要綱 

 

（趣旨）   

第１条   第 80 回（第 81 回冬季）国民スポーツ大会近畿ブロック大会滋賀県実行委

員会会長（以下「会長」という。）は、第 80 回国民スポーツ大会近畿ブロック

大会ならびに第 81 回国民スポーツ大会近畿ブロック大会アイスホッケー競技

会開催事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範

囲内において補助金を交付するものとする。 

   ２   この要綱は、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるものの他、補助

金の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する

基本的な事項に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義）   

第２条   この交付要綱において「補助金」とは、会長が実施競技団体（以下「競技団

体」という。）に対し交付する補助金をいう。 

   ２   この交付要綱において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事務、

または事業をいう。 

   ３  この交付要綱において「補助事業者」とは、競技団体をいう。  

（補助金の交付申請）  

第３条  補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を会長に提出しなければ

ならない。 

 （１）補助金交付申請書（様式第１号） 

 （２）事業計画書（競技会実施要項） 

 （３）収支予算書 

 （４）その他会長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第４条   会長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請に係る書類審査および

必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付するべ

きものと認めたときは、すみやかに補助金の交付決定をする。 

   ２   会長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助

金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定をするこ

とができる。 

（補助金の交付の条件） 

第５条   会長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達

成するために必要があるときは、条件を付するものとする。 

（決定の通知） 

第６条   会長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容および

その条件を、補助金の交付申請者に通知するものとする。 

（補助事業の遂行） 

第７条   補助事業者は、法令の定めならびに補助金の交付の内容、これに付した条件、

その他会長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を

行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。 



（状況報告および調査） 

第８条   会長は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況の報告を求め、ま

たは調査することができる。 

（補助事業の遂行の指示等） 

第９条   会長は、補助事業が補助金の交付の決定内容、またはこれに付した条件に従

って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業に対しこれらに従って補

助事業を遂行すべきことを指示するものとする。 

   ２  会長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該

補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。 

（実績報告） 

第１０条   補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から３０日以

内に、次に掲げる書類を会長に提出しなければならない。 

 （１）実績報告書（様式第２号） 

 （２）事業報告書 

 （３）収支決算書 

 （４）その他会長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条   会長は、第１１条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適

当と認めたときは、補助金の額を確定する。 

（補助金の交付） 

第１２条   補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書（様

式第３号）を会長宛に提出するものとする。 

   ２   会長は、交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、概算払をす

ることができる。 

（補助金の交付決定の取消） 

第１３条   会長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用したとき、また条例等に違反

したときは、補助金の交付決定額の全部または一部を取り消すことができる。 

   ２   前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。 

（補助金の返還） 

第１４条   会長は、補助金の交付決定を取り消した場合は期限を定めて、当該補助金の

返還を命ずるものとする。 

   ２   会長は、補助金の額の確定をした場合において、すでにその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

附  則  この要綱は、令和８年４月２７日から施行し、第 80 回（第 81 回冬季）大会

の大会運営費補助金として適用する。 

 


